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  (証券コード8940)

  平成22年８月９日

株 主 各 位  

 東京都渋谷区道玄坂一丁目2 0番２号

 株 式 会 社 イ ン テ リ ッ ク ス
 代表取締役社長 山 本 　 卓 也

第15回定時株主総会招集ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
　さて、当社第15回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、平成22年８月24日（火曜日）午
後６時までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成22年８月25日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番７号　新大宗ビル
  フォーラムエイト　５階　515会議室
３．目 的 事 項  

　報 告 事 項 １．第15期（平成21年６月１日から平成22年５月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

　  ２．第15期（平成21年６月１日から平成22年５月31日まで）
計算書類報告の件

　決 議 事 項  
　第１号議案 取締役４名選任の件
　第２号議案 監査役２名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、計算書類及び連結計算書
類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（http://www.intellex.co.jp/ir/）において掲載させていただきま
す。
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（提供書面）
　

事　業　報　告

(平成21年６月１日から
平成22年５月31日まで)

　

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度（平成21年６月１日～平成22年５月31日）におけるわが

国経済は、世界的な景気の持ち直しを受け輸出が増加し、また、設備投資

と個人消費を中心とする内需が底入れしつつあり、緩やかな景気回復が持

続いたしました。しかしながら、欧州の財政問題をはじめとする世界的な

リスクがくすぶり続けており、わが国経済は先行き不透明感が強まる状況

となりました。

　首都圏におけるセカンダリー（中古）マンション市場は、物件価格の割

安感や住宅ローン減税、低金利の後押しもあり、取引件数は前年を上回る

水準で推移いたしました。（財）東日本不動産流通機構によりますと、当

連結会計年度と同期間の首都圏における中古マンションの成約件数は、３

万件超えを初めて果たし（前期比6.8％増）、需要の力強さを反映する形

となりました。

　このような経済・市場環境下、当社グループの主たる事業でありますリ

ノヴェックスマンション販売において、実需層を対象に2,000万円台前半

を中心とした物件販売が堅調に推移いたしました。販売件数は、前期まで

の総資産の圧縮に向けた在庫の絞り込みによる影響を受け、前期を下回っ

たものの、在庫回転率が高まり（事業期間：前期比16日減の93日）、資産

の効率化をさらに推進することができました。

　売上高は減収となりましたものの、売上総利益におきましては、厳選し

た物件仕入や販売価格の底堅さに加え、棚卸評価損（各四半期発生額の合

計）が当連結会計年度において1億68百万円 (前期：22億67百万円)に抑え

られたことにより、粗利益率が前期に比べ大きく改善し、その結果、売上

総利益は前期の2倍強に伸長いたしました。

　また、営業利益は、売上総利益の増加に加え、前期の経営合理化策の実

施以降、固定費の圧縮によるスリム経営が定着し、大きく黒字に転換いた

しました。

　加えて、事業期間の短縮化により在庫水準が低く抑えられたことで、有

利子負債の削減を図ることができました。その結果、支払利息等の営業外

費用は、前期に比べ大幅に減少（前期比26.7％減）し、これにより経常利
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益につきましても、大きく黒字に転換いたしました。

  さらに、固定資産の売却益に加え、業績が順調に回復したことにより繰

延税金資産が計上され法人税等調整額が減少し、当期純利益も大きく黒字

転換いたしました。

　以上によりまして、当連結会計年度における業績は、売上高が278億40

百万円（前期比26.5％減）、営業利益は17億4百万円(前期：営業損失11億

22百万円)、経常利益は11億58百万円(同：経常損失19億26百万円)、当期

純利益は14億92百万円(同：当期純損失23億9百万円)と大幅な利益改善を

果たしました。

  なお、当社では、物件仕入能力の向上を図るべく、当第３四半期に公募

増資等を実施いたしました（払込金額の総額10億41百万円）。これにより、

自己資本比率は、利益の上乗せと相まって、前期末の14.0％から27.2％と

大幅に向上し、今後の成長に向けた積極的な仕入れを展開できる財務体質

となりました。

　

　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

〔中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）〕

　当事業部門におきまして、物件販売による売上は、販売件数が1,100件

（前期比21.4％減）、平均販売価格が2,223万円（同9.9％減）で推移した

ことにより、売上高は244億58百万円（同29.2％減）となりました。また、

マンションによる賃貸収入売上は4億19百万円（同5.0％減）となりました。

加えて、その他収入売上につきましては、子会社株式会社インテリックス

住宅販売のリノヴェックスマンション販売の仲介手数料等により20百万円

（同71.9％減）となりました。

　これらの結果、当事業部門における売上高が248億99百万円（同29.0％

減）、営業利益は18億66百万円（前期：営業損失5億84百万円）となりま

した。　

　

〔その他不動産事業〕

　当事業部門におきましては、その他不動産（ビル、戸建、土地等）の物

件販売は、売上高が17億13百万円（前期比0.2%減）となりました。また、

その他不動産による賃貸収入売上は5億75百万円（同26.3％減）、子会社

株式会社インテリックス空間設計のリノベーション工事を主とするその他

収入売上は6億52百万円（同116.6%増）となりました。

　これらの結果、当事業部門の売上高が29億41百万円（同5.1％増）、営

業利益は2億61百万円（前期：営業損失64百万円）となりました。
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②　設備投資の状況

　特記すべき事項はありません。

　

③　資金調達の状況

　中古マンション再生流通事業における販売用不動産の取得資金に充当す

るため、平成22年１月に公募増資及び平成22年２月に第三者割当増資を実

施し、総額10億41百万円の資金調達を行いました。

　

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

　

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　

⑥　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　特記すべき事項はありません。

　

⑦　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　該当事項はありません。　
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 12 期

(平成19年５月期)
第 13 期

(平成20年５月期)
第 14 期

(平成21年５月期)

第 15 期
(当連結会計年度)
(平成22年５月期)

売 上 高(百万円) 38,859 47,448 37,880 27,840

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 1,213 545 △2,309 1,492

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) 20,556.77 8,901.24 △37,553.36 22,609.95

総 資 産(百万円) 42,815 39,229 23,188 21,020

純 資 産(百万円) 5,413 5,637 3,241 5,730

１株当たり純資産額 (円) 88,606.22 91,668.65 52,699.85 75,815.76

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△）は、期中平均発行済株式数により算

出しております。

　

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

　

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社インテリックス空間設計 20百万円 100.0％ 内装工事の企画、設計、施工

株式会社インテリックス住宅販売 10 100.0 不 動 産 の 仲 介 業
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(4) 対処すべき課題

　次期連結会計年度のわが国経済の見通しとして、内需が引続き低迷しデフ

レ基調が長期化するものの、新興国等の旺盛な需要に牽引され、企業収益は

緩やかに回復するものと考えております。

　首都圏のセカンダリー（中古）マンション市場は、従来の安定した需要に

加え、新築マンションの供給不足を補完する市場としての需要上乗せが期待

され、加えて、贈与税の非課税枠拡大といった追加経済対策の後押しもあり、

総じて堅調に推移するものと想定しております。

　当社グループは、次期連結会計年度（平成23年５月期）において、リノヴ

ェックスマンションの販売を堅調に伸展させるべく、積極的に物件仕入を拡

充してまいりたいと考えております。具体的には、これまで取り組んでまい

りました営業員の増強や人材育成による営業体制の強化を継続し、また資金

面では、当連結会計年度（平成22年５月期）に行った資本増強を有効に活用

しながら、仕入能力を高めてまいります。加えて、仕入の拡充に合わせ、商

品化のための施工能力を引続き高めてまいります。さらに、施工面では、拡

大が見込まれるリノベーション市場を見越して、当社グループでは、独自の

工法の本格的導入に向けた新たな取り組みを、中長期視点に立って推進して

まいりたいと考えております。
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(5) 主要な事業内容 （平成22年５月31日現在）

　当社グループは、東京都区内及び神奈川県横浜市内を中心とした首都圏エ

リアにおいて、中古マンションを個人あるいは法人から仕入れ、良質なマン

ションに再生し販売する「中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマ

ンション事業）」を主たる事業としております。豊富に存在する既存マンシ

ョン（住宅ストック）をリノベーション（再生）することにより、その住宅

の質と価値を向上させ、中古マンションの円滑な流通を促進することを目的

としております。

　当社グループが提供する「リノヴェックスマンション」の特長は、従来か

ら流通している中古マンションのようなリフォーム（表面的な内装）に止ま

らず、物件の状態に応じて、間取りの変更や目に見えない給排水管の交換等

に至るまで老朽化・陳腐化した箇所を更新しリノベーション（再生）するこ

とにより、商品価値を高めて販売する点にあります。施工した全ての物件に

対しては、部位別に、工事の内容に応じて、３ヶ月から最長10年の「アフタ

ーサービス保証」を付けており、購入時に抱える不安要素（永住性や資産性

など）を払拭し、顧客満足度の高い住宅の供給を行っております。

　仕入及び販売は、主として大手不動産仲介会社及び各地域の不動産仲介会

社とのネットワークを通じて展開しております。

　また「中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）」

以外の「その他不動産事業」として、ビル・戸建・土地の売買及び不動産賃

貸等の不動産関連事業を営んでおります。

事 業 区 分 事 業 内 容

中古マンション再生流通事業
(リノヴェックスマンション事業)

中古マンションを購入し再生させて販売する事業

そ の 他 不 動 産 事 業
ビル・戸建・土地の売買及び不動産賃貸等の不動産関連
事業

　

(6) 主要な営業所（平成22年５月31日現在）

当 社
本社・渋谷店：東京都渋谷区、八重洲店：東京都中央区、
横浜店：横浜市西区

株式会社インテリックス空間設計
本社：東京都目黒区、渋谷事務所:東京都渋谷区、八重洲
事業所：東京都中央区、横浜事務所：横浜市西区

株式会社インテリックス住宅販売 本社：東京都渋谷区、横浜店：横浜市西区
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(7) 使用人の状況（平成22年５月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

192名 26名減

（注）１．使用人数は就業人数であり、パート職員は、その重要性が低いため記載を省略してお

ります。

　　　２．使用人数の減少は、主に平成21年５月期に経営合理化策の一環として実施した希望退

職者の募集結果による減少であります。

　

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

123名 14名減 37.3歳 4.3年

（注）使用人数の減少は、主に平成21年５月期に経営合理化策の一環として実施した希望退職者

の募集結果による減少であります。

　

(8) 主要な借入先の状況（平成22年５月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,755百万円

第 一 勧 業 信 用 組 合 2,430

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,661

株 式 会 社 関 西 ア ー バ ン 銀 行 1,274

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 1,108

　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　特記すべき事項はありません。　
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成22年５月31日現在）

①　発行可能株式総数 175,000株 　

②　発行済株式の総数 75,300株 　

(注）平成22年１月29日付の公募増資及び平成22年２月24日付の第三者割当増資により、

新株式を13,800株発行し、発行済株式の総数は、前事業年度より13,800株増加し

ております。　

③　株主数 4,147名 　

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

山 本 卓 也 29,441株 39.1％

日本トラスティ・サービス信託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

6,862 9.1

株 式 会 社 イ ー ア ラ イ ア ン ス 5,200 6.9

日本マスタートラスト信託銀行
株 式 会 社 ( 信 託 口 ） 　

1,787 2.4

インテリックス従業員持株会 1,585 2.1

山 　 本 　 貴 美 子 1,330 1.8

北 沢 産 業 株 式 会 社 714 0.9

FGCS N.V.RE TREATY
ACCOUNT(TAXABLE)　

666 0.9

家 本 　 健 560 0.7

HSBC BANK PLC-CLIENTS
UK TAX TREATY

527 0.7
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  (2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（平成22年５月31日現在）

　

平成17年８月25日開催の定時株主総会決議による新株予約権

・新株予約権の払込金額

　　無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１個につき 323,843円

・新株予約権を行使することができる期間

　平成19年９月１日から平成22年８月31日まで

・新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は権利行使時においても、当社並びに当社の子会社の取

締役、監査役、顧問及び従業員の地位にあることを要する。ただし取締

役の再任や従業員の取締役への昇任、当社並びに当社の子会社間の転籍、

その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでは

ない。

　その他の条件については、当社における定時株主総会決議及び新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者

との間で締結した「新株予約権申込証兼割当契約書」によるものとする。

・当社役員の保有状況

 新 株 予 約 権 の 数 目的である株式の数 保 有 者 数

取締役
（社外取締役を除く）

164個 164株 4人

社外取締役 － － －

監査役 10 10 1

　

平成21年５月26日開催の取締役会決議による新株予約権 　

・新株予約権の払込金額

　　無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１個につき 30,100円

・新株予約権を行使することができる期間

　　平成23年６月19日から平成26年６月18日まで
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・新株予約権の行使の条件

　　新株予約権者は権利行使時において当社または当社関係会社の取締役、

監査役、顧問または従業員の地位にあることを要する。ただし任期満了

による退任、定年退職、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由があ

ると認めた場合はこの限りではない。

　その他の条件については、当社における定時株主総会決議及び新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者

との間で締結した「新株予約権割当契約書」によるものとする。

・当社役員の保有状況

 新 株 予 約 権 の 数 目的である株式の数 保 有 者 数

取締役
（社外取締役を除く）

312個 312株 5人

社外取締役 － － －

監査役 26 26 4

　　　

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　平成21年５月26日開催の取締役会決議による新株予約権　

・新株予約権の払込金額

　　無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１個につき 30,100円

・新株予約権を行使することができる期間

　　平成23年６月19日から平成26年６月18日まで

・新株予約権の行使の条件

　　新株予約権者は権利行使時において当社または当社関係会社の取締役、

監査役、顧問または従業員の地位にあることを要する。ただし任期満了

による退任、定年退職、転籍、その他当社の取締役会が正当な理由があ

ると認めた場合はこの限りではない。

　その他の条件については、当社における定時株主総会決議及び新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者

との間で締結した「新株予約権割当契約書」によるものとする。
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・当社使用人等への交付状況

 新 株 予 約 権 の 数 目的である株式の数 保 有 者 数

当社使用人 1,932 1,932 109

子会社取締役及び使用人 730 730 69

　　

③　その他新株予約権等の状況

　　該当事項はありません。

　

(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成22年５月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 社 長 山 本 卓 也

株式会社インテリックス空間設計
代表取締役社長
株式会社インテリックス住宅販売
代表取締役
株式会社イーアライアンス
代表取締役

取 締 役 鶴 田 豊 彦 管理部門担当兼経営企画部長

取 締 役 佐 藤 弘 樹 営業部門担当兼営業開発部長

取 締 役 齊 藤 睦 男
株式会社インテリックス住宅販売
代表取締役社長

取 締 役 籠 橋 正 美 　

常 勤 監 査 役 栗 林 正 章  

常 勤 監 査 役 大 林 　 彰  

監 査 役 江 幡 　 寛 江幡会計事務所所長

監 査 役 福 谷 創 一  

（注）１．常勤監査役栗林正章氏及び大林彰氏並びに監査役福谷創一氏は社外監査役であります。

２．監査役江幡寛氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。
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②　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区    分 支　給　人　員 支　　給　　額 摘　　　　要

取　締　役 ５名 98百万円 　

監　査　役 ４名 21百万円
うち、社外監査役
３名、19百万円　

合　計  ９名 119百万円 　

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．支給額には、ストック・オプションとして付与いたしました新株予約権の当事業年度

に係る費用計上額を含んでおります。

３．取締役の報酬限度額は、平成19年８月23日開催の第12回定時株主総会決議において年

額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

また、これとは別枠で、平成20年８月21日開催の第13回定時株主総会において、スト

ック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として年額50百万円以内

の増額決議をいただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成15年８月19日開催の第８回定時株主総会決議において年

額50百万円以内と決議いただいております。また、これとは別枠で、平成20年８月21

日開催の第13回定時株主総会において、ストック・オプションとして発行する新株予

約権に関する報酬額として年額5百万円以内の増額決議をいただいております。

　

③　社外役員に関する事項

 　 イ．重要な兼職先及び当該兼職先と当社との関係

 　　 ・該当事項はありません。

 ロ．当事業年度における主な活動状況

 ・監査役　栗林　正章

　取締役会、監査役会の全てに出席し、経営の意思決定の妥当性及び適

正性を確保する観点から発言を行っております。

・監査役　大林　彰

　取締役会、監査役会の全てに出席し、経営の意思決定の妥当性及び適

正性を確保する観点から発言を行っております。

 ・監査役　福谷　創一

　当事業年度に開催された取締役会21回のうち18回に、また監査役会の

全てに出席し、必要に応じ経営全般にわたり、客観的な立場から意見及

び発言を行っております。
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ハ．責任限定契約の内容の概要

　当社は会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する

ことができる旨を定款に定めておりますが、責任限定契約は締結してお

りません。

　

  (4) 会計監査人の状況

①　名称 新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

当事業年度に係る当社が支払うべき報酬等の額 　
イ．公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 35百万円

ロ．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 1百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額

36百万円

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上

記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2．公認会計士法第２条第１項の業務以外の内容

　　株式の発行に係るコンフォートレターの作成業務　

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人について、会社法第340条第１項各号に該当するなど

の事実を確認したときは、速やかにその内容を調査し、監査継続が困難で

ある、あるいは監査を行わせることが適当でないと判断した場合は、法令

に定める手続きに従い、解任又は不再任の手続きを行います。

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当

該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
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  (5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以

下のとおりであります。

①　取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

イ．当社は、企業行動憲章及びコンプライアンス規程をはじめとするコンプ

ライアンス体制に関する規程を定め、役職員が法令及び定款並びに社会

規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

ロ．当社及びグループ各社を横断的に統括する｢コンプライアンス・リスク管

理委員会｣を設置し、コンプライアンス体制の構築及び維持・向上を推進

する。

ハ．法令違反又は法令上疑義のある行為等に対し、取締役及び使用人が通報

できる内部通報制度を構築し、運用する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　取締役の職務執行に係る情報については、取締役の職務執行に係る情報

を文書又は電磁的媒体(以下｢文書等｣という）に記録し、文書管理規程に従

い保存する。

　取締役及び監査役は、必要に応じ、これらの文書等を閲覧できるものと

する。

③　損失の危機の管理に関する規程その他の体制

イ．当社及びグループ各社のリスク管理全体を統括する組織として｢コンプラ

イアンス･リスク管理委員会｣を設置し、リスク管理に係る規程を定め、

グループ横断的なリスク管理体制を整備するものとする。

ロ．不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする｢対策本部｣を設置

し、迅速かつ適切な対応を行い、統括して危機への対応を行う。

ハ．平時においては、各部門において、その有するリスクの洗い出しを行い、

そのリスクの未然防止に取り組むとともに、有事においては｢リスク対応

マニュアル｣に従い、適切にリスクへの対応を行うこととする。

④　取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を基

礎として、取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じ、臨時取締役

会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行うものとする。
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ロ．取締役会は、業務執行に関する組織・業務分掌・職務権限・意思決定ル

ールを策定し、明確化する。

ハ．中期経営計画及び年度経営計画を策定し、経営方針に基づく業務執行の

方針と計数目標を定め、各部門の責任範囲を明確にする。また、経営方

針･目標達成に向けての業務執行状況について審議し、具体的な施策を実

施するため、当社及びグループ各社の役員及び部門長が出席する業務執

行会議（グループ合同会議）を設置する。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

イ．グループ各社における業務の適正を確保するため、グループ各社共通の

企業行動憲章を定め、グループ各社のコンプライアンス体制の構築に努

める。

法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し、是正す

ることを目的として、内部通報制度の範囲をグループ全体とする。

ロ．当社におけるグループ各社に対する管理については、関係会社管理規程

に従い、グループ管理体制の整備を行う。

ハ．グループ各社の業務執行状況は、当社及びグループ各社の役員及び部門

長が出席する業務執行会議において、毎月報告させるとともに、監査役

及び内部監査部門は、グループ各社の業務執行状況等の監査を実施する。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

　監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものと

する。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重

した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するもの

とする。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するため

の体制

イ．取締役及び使用人は、当社及びグループ各社の業務又は業績に与える重

要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行に関する法令

違反又は定款違反もしくは不正の事実、又は当社及びグループ各社に損

害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告するものとする。なお、

監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対し、報告を求めることが

できるものとする。
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ロ．監査役は、取締役会及び業務執行会議の他、重要な意思決定の過程及び

業務執行状況を把握するために、必要に応じて当社及びグループ各社の

会議に出席し、取締役及び使用人にその説明を求めることができるもの

とする。

また、監査役は、代表取締役との定期的な意見交換を行い、意思の疎通

を図るものとする。

ハ．監査役は、会計監査人、内部監査部門と情報交換に努め、グループ各社

の監査役と連携して当社及びグループ各社に対する監査の実効性を確保

するものとする。

（反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況）

イ．当社及びグループ各社は、企業の社会的責任を自覚し、法令を遵守する

ことはもとより、社会規範を尊重し、社会的良識をもって行動すること

を宣言した「企業行動憲章」を定め、その中で、次のとおり反社会的勢

力に対する方針を明示する。

    「私たちは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な

勢力に対して、毅然とした態度をとります。反社会的勢力に経済的な利

益を供与しません。」

    この「企業行動憲章」の主旨は、当社が定めた「コンプライアンス規程」

においても一貫しており、いずれも当社の基本方針として、役職員に周

知徹底している。

ロ．反社会的勢力に対する対応窓口を当社人事総務部とし、コンプライアン

ス・リスク管理委員会を設け、当社及びグループ各社の関係部門及び外

部専門機関との協力体制を整備する。

ハ．当社及びグループ各社は、「リスク対応マニュアル」を制定し、反社会

的勢力に対する迅速で的確な対応方法を定めるとともに、全役職員に対

して、コンプライアンス・リスク管理委員会の運営によるコンプライア

ンス研修を実施し、反社会的勢力との関係排除に向けた啓蒙活動を行い

意識の浸透を図るものとする。　
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(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余

金の配当を行うことができる旨、定款で定めております。　

　剰余金の配当につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課

題の一つと考えており、将来の事業拡大のための財務体質の強化と内部留保の

充実を図りつつ、積極的な利益還元を行う業績連動型配当政策を導入いたして

おります。具体的には、中期的な目標配当性向(連結)を30％以上とする方針で

あります。

　当事業年度の期末配当金につきましては、順調な業績の回復を反映して、１

株当たり1,500円の復配とさせていただきました。これにより、中間配当金１株

当たり1,000円を含めた年間配当金は、１株当たり2,500円となります。

　

　本事業報告中の記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切り捨てて表

示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成22年５月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕 掛 販 売 用 不 動 産

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

15,840,035

1,237,388

23,057

12,104,332

1,669,050

199,238

477,618

13,306

119,451

△3,407

5,180,697

4,257,540

1,279,077

2,965,296

13,166

471,928

467,663

4,264

451,228

213,399

1,677

255,762

△19,611

流 動 負 債 12,236,793

買 掛 金 235,120

短 期 借 入 金 6,922,234

一年内返済予定の長期借入金 4,220,340

一年内償還予定の社債 295,000

未 払 法 人 税 等 41,726

前 受 金 117,069

そ の 他 405,301

固 定 負 債 3,053,777

長 期 借 入 金 2,566,631

そ の 他 487,146

負 債 合 計 15,290,570

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,716,697

資 本 金 1,656,688

資 本 剰 余 金 1,765,537

利 益 剰 余 金 2,294,471

評価・換算差額等 △7,770

その他有価証券評価差額金 △7,770

新 株 予 約 権 21,235

純 資 産 合 計 5,730,162

資 産 合 計 21,020,733 負 債 純 資 産 合 計 21,020,733

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（平成21年６月１日から平成22年５月31日まで）

  （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高  27,840,506

売 上 原 価  23,677,933

売 上 総 利 益  4,162,573

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  2,458,554

営 業 利 益  1,704,019

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,806  

違 約 金 収 入 17,651  

受 取 和 解 金 10,086 　

受 取 保 険 金 648  

補 助 金 収 入 17,448 　

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 16,774  

そ の 他 14,166 79,582

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 518,723  

支 払 手 数 料 83,220  

株 式 交 付 費 11,378 　

そ の 他 11,364 624,686

経 常 利 益  1,158,914

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 148,557  

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5,610 　

そ の 他 1,671 155,839

特 別 損 失   

固 定 資 産 処 分 損 453 　

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 14,668 　

そ の 他 3,144 18,265

税金等調整前当期純利益  1,296,487

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 29,081  

法 人 税 等 調 整 額 △225,347 △196,266

当 期 純 利 益  1,492,754

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（平成21年６月１日から平成22年５月31日まで）

（単位：千円）

 

株 主 資 本 評価・換算差額等 　
純資産合計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

新株予約権

前 期 末 残 高 1,136,152 1,245,001 863,217 3,244,370 △3,330 △3,330 － 3,241,040

当 期 変 動 額       　  

新 株 の 発 行 520,536 520,536 　 1,041,072 　 　 　 1,041,072

剰余金の配当   △61,500 △61,500   　 △61,500

当 期 純 利 益   1,492,754 1,492,754   　 1,492,754

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

    △4,440 △4,440 21,235 16,795

当期変動額合計 520,536 520,536 1,431,254 2,472,326 △4,440 △4,440 21,235 2,489,121

当 期 末 残 高 1,656,688 1,765,537 2,294,471 5,716,697 △7,770 △7,770 21,235 5,730,162

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記】

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の状況

①　連結子会社の数 ２社

②　連結子会社の名称 （株）インテリックス空間設計

（株）インテリックス住宅販売

(2) 非連結子会社はありません。

２．持分法適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社の状況

①　持分法適用関連会社の数 １社

②　持分法適用関連会社の名称 （株）住環境ジャパン

(2）持分法適用関連会社の決算日は２月末日であるため、同社の事業年度に係る計算書類を

使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行って

おります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の事業年度の末日は連結会計年度末

日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法による原価法により算定）

を採用しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

②　デリバティブ 時価法を採用しております。

③　たな卸資産

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産 平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定額法、その他は定

率法によっております。
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②　無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

③　長期前払費用 均等償却によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

　　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

５．その他連結計算書類の作成のための重要な事項

(1) リース取引の処理方法 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特

例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いては、特例処理を採用しております。

②　主なヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段……………金利スワップ取引

 ヘッジ対象……………借入金

③　ヘッジ方針 当社の社内規定に基づき、個別案件ごとにヘッ

ジ対象を明確にし、当該ヘッジ対象の金利変動

リスクをヘッジすることを目的として実施する

こととしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎として有効性を判定しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについてはヘッジ有効性の判定を省略し

ております。

(3) 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。

ただし、控除対象外消費税等のうち固定資産に

係る部分は投資その他の資産の「その他」に計

上し（５年償却）、それ以外は全額発生連結会

計年度の期間費用として処理しております。

６．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。
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７．表示方法の変更

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「差入保証金敷金」（前連結会計年度末

残高は159,094千円、当連結会計年度末残高は75,180千円）は、重要性が乏しいため、当連

結会計年度では、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することにいたしました。

(連結損益計算書）　

　前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「ゴルフ会員

権評価損」は、重要性が増したため、当連結会計年度では区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「ゴルフ会員権評価損」は1,252千円であり

ます。

　

【連結貸借対照表に関する注記】

１．担保に提供している資産と債務の金額

資産の内容 資産の金額

販売用不動産 10,922,295千円

仕掛販売用不動産 1,556,940千円

建物及び構築物 1,234,655千円

機械装置 4,520千円

土地 2,905,649千円

借地権 467,663千円

定期性預金 10,000千円

計 17,101,725千円

  

債務の内容 債務の金額

短期借入金 5,375,834千円

一年内返済予定の長期借入金 4,157,078千円

長期借入金 2,512,489千円

 12,045,402千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 302,609千円

３．たな卸資産のうち期末時点において賃貸中のもの 6,820,610千円
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

１．連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数 普通株式 75,300株

　

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額　
　

決議 平成22年１月７日取締役会

株式の種類 普通株式

配当金の総額 61,500千円

１株当たり配当額 1,000円

基準日 平成21年11月30日

効力発生日 平成22年２月10日

　
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議予定 平成22年７月12日取締役会

株式の種類 普通株式

配当金の総額 112,950千円

配当の原資　　 利益剰余金

１株当たり配当額 1,500円

基準日 平成22年５月31日

効力発生日 平成22年８月10日

　　　
３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）

の目的となる株式の種類及び数 普通株式 896株

　
【金融商品に関する注記】

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針　

　当社グループは、営業活動に必要な資金を、主に金融機関等からの借入により調達して

おります。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しており、また、デリバティ

ブ取引は主に金利変動リスクヘッジ目的での利用に限定し、投機的な取引は行わない方針

であります。

(2)金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、

当社グループの社内管理規定に従い、担当部署である営業開発部において入金管理、遅延

状況の把握を行い、リスク低減を図っております。投資有価証券である株式は、市場価格

の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的

に時価の把握を行っております。

　営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。

　借入金、社債は主に営業活動に係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクが

存在しますが、当社グループは、担当部署である財務部が適時に資金繰計画を作成・更新

するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

　また、借入金のうち長期借入金の一部は変動金利による資金調達であり、金利の変動リ

スクに晒されておりますが、少額であり、リスクは僅少であります。
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　デリバティブ取引については、当社の社内管理規定に従い、主に金利変動のリスク軽減

のため、信用力の高い金融機関との取引を行うこととしております。なお、当連結会計年

度末において、デリバティブ取引残高はありません。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

（単位：千円）　

　
連結貸借対照表
計上額　（*）

時　　　価　(*) 差　　　額

(1)現金及び預金 　1,237,388 　1,237,388 －

(2)投資有価証券 　63,640 　63,640 －
(3)短期借入金 　(6,922,234) 　(6,922,234) －
(4)長期借入金（１年以内に
返済予定のものを含む。）

　(6,786,972) 　(6,784,870) 　2,101 

　(*)負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1)現金及び預金

  これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(2)投資有価証券

  これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(3)短期借入金

  これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(4)長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む。）

  これらの時価について、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　                      　　（単位：千円）

区      分 連結貸借対照表計上額

　非上場株式 　149,759 

　上記については、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（2）投

資有価証券」には含めておりません。

(追加情報）

　当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３

月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号

平成20年３月10日）を適用しております。
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【賃貸等不動産に関する注記】

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

  当社では、東京都その他の地域において、オフィスビル等の賃貸用不動産を有しておりま

す。　

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額（千円）
当連結会計年度末の時価

（千円）前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

　3,730,878 　△272,661 　3,458,217 　3,067,019

(注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2.当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得（21,645千円）であり、主な

減少額は不動産売却 （250,879千円）、減価償却（43,427千円）であります。

3.当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金

額であります。

また、賃貸等不動産に関する当連結会計年度における損益は、次のとおりです。

賃貸収入
（千円）

賃貸費用
（千円）

差額（千円）
その他（売却損益等）

（千円）

　363,049 　151,667 　211,381 　148,557

(追加情報）

  当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第20号　平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第23号　平成20年11月28日）を適用しております。

　　

【１株当たり情報に関する注記】

　1．１株当たりの純資産額 75,815円76銭

　2．１株当たりの当期純利益 22,609円95銭

　
【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成22年５月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕 掛 販 売 用 不 動 産

前 渡 金

未 収 消 費 税 等

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

機 械 装 置

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

借 地 権

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金 敷 金

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

15,639,226

1,176,180

11,098

12,146,119

1,555,626

199,238

9,887

99,085

435,633

9,762

△3,407

4,635,703

3,874,531

1,148,507

4,520

6,526

2,714,977

469,042

467,663

980

399

292,129

73,640

28,136

75,240

15,379

51,157

976

7,624

59,586

△19,611

流 動 負 債 12,425,644

買 掛 金 733,534

短 期 借 入 金 6,922,234

一年内返済予定の長期借入金 4,044,278

一年内償還予定の社債 295,000

未 払 金 40,522

未 払 費 用 210,333

未 払 法 人 税 等 17,282

前 受 金 88,670

預 り 金 10,360

そ の 他 63,428

固 定 負 債 2,817,733

長 期 借 入 金 2,332,309

長期預り保証金敷金 351,474

そ の 他 133,950

負 債 合 計 15,243,378

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,018,086

資 本 金 1,656,688

資 本 剰 余 金 1,765,537

資 本 準 備 金 1,765,537

利 益 剰 余 金 1,595,860

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,595,860

繰 越 利 益 剰 余 金 1,595,860

評価・換算差額等 △7,770

その他有価証券評価差額金 △7,770

新 株 予 約 権 21,235

純 資 産 合 計 5,031,551

資 産 合 計 20,274,930 負 債 純 資 産 合 計 20,274,930

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
（平成21年６月１日から平成22年５月31日まで）

  （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高   

販 売 用 不 動 産 売 上 高 26,172,152  

そ の 他 売 上 高 1,006,915 27,179,067

売 上 原 価   

販 売 用 不 動 産 売 上 原 価 22,840,826  

そ の 他 売 上 原 価 308,335 23,149,162

売 上 総 利 益  4,029,905

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  2,306,417

営 業 利 益  1,723,488

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,614  

違 約 金 収 入 17,651  

受 取 和 解 金 10,086 　

そ の 他 14,730 45,083

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 495,118  

支 払 手 数 料 81,745  

社 債 利 息 5,572  

株 式 交 付 費 11,378 　

そ の 他 7,601 601,415

経 常 利 益  1,167,155

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 148,557 　

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5,610 　

そ の 他 1,268 155,435

特 別 損 失   

固 定 資 産 処 分 損 118 　

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 14,668 　

そ の 他 3,134 17,921

税 引 前 当 期 純 利 益  1,304,670

法人税、住民税及び事業税 3,342  

法 人 税 等 調 整 額 △206,101 △202,759

当 期 純 利 益  1,507,430

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成21年６月１日から平成22年５月31日まで）
（単位：千円）

 

株 主 資 本 評価・換算差額等 　

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本合計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

新株予約権
資本準備金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

前 期 末 残 高 1,136,152 1,245,001 1,245,001 149,930 149,930 2,531,084 △3,330 △3,330 － 2,527,754

当 期 変 動 額         　  

新株の発行 520,536 520,536 520,536 　 　 1,041,072　 　 　 1,041,072

剰余金の配当    △61,500 △61,500 △61,500   　 △61,500

当期純利益    1,507,430 1,507,430 1,507,430   　 1,507,430

株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

      △4,440 △4,440 21,235 16,795

当期変動額合計 520,536 520,536 520,536 1,445,930 1,445,930 2,487,002 △4,440 △4,440 21,235 2,503,797

当 期 末 残 高 1,656,688 1,765,537 1,765,537 1,595,860 1,595,860 5,018,086 △7,770 △7,770 21,235 5,031,551

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

②　その他有価証券

（時価のあるもの） 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法による原価法により算定）を採用し

ております。

（時価のないもの） 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) デリバティブ 時価法を採用しております。

(3) たな卸資産

①　販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

②　仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

　

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定額法、その他は定

率法によっております。

(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

(3) 長期前払費用 均等償却によっております。

　

３．引当金の計上基準

　　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。
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４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法　 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについては、特例処理を採用しております。

②　主なヘッジ手段 金利スワップ取引

主なヘッジ対象 借入金

③　ヘッジ方針 当社の社内規定に基づき、個別案件ごとにヘッ

ジ対象を明確にし、当該ヘッジ対象の金利変動

リスクをヘッジすることを目的として実施する

こととしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎として有効性を判定しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについてはヘッジ有効性の判定を省略し

ております。

(3) 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。ただし、控除対象外消費税等

のうち固定資産に係る部分は、投資その他の資

産の「その他」に計上し（５年償却）、それ以

外は全額発生事業年度の期間費用として処理し

ております。
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【貸借対照表に関する注記】

１．担保に提供している資産と債務の金額

資産の内容 資産の金額

販売用不動産 10,958,990千円

仕掛販売用不動産 1,508,542千円

建物 1,106,111千円

機械装置 4,520千円

土地 2,655,330千円

借地権 467,663千円

定期性預金 10,000千円

計 16,711,158千円

  

債務の内容 債務の金額

短期借入金 5,375,834千円

一年内返済予定の長期借入金 4,014,278千円

長期借入金 2,332,309千円

計 11,722,422千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 241,303千円

３．販売用不動産のうち期末時点において賃貸中のもの 6,820,871千円

４．保証債務

   関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証 174,180千円

５．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

（1）金銭債権 1,445千円

（2）金銭債務 734,186千円

　
【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

売上高 11,831千円

仕入高 2,810,666千円

販売費及び一般管理費（販売仲介手数料他） 51,055千円

営業外収益（業務受託収入他） 3,653千円

営業外費用（支払利息） 5,327千円

　

【株主資本等変動計算書に関する注記】

　当事業年度末日における自己株式の数 該当事項はありません。
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【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）  

　繰越欠損金 345,331千円

　たな卸資産評価損否認額 81,630千円

　未払固定資産税否認額 21,742千円

　未払不動産取得税否認額 21,421千円

　未払賞与否認額 28,472千円

　貸倒引当金損金算入限度超過額 1,386千円

　その他 7,982千円

小計 507,966千円

評価性引当額 △72,333千円

繰延税金資産(流動)合計 435,633千円

繰延税金資産（固定）  

　繰越欠損金　　 115,749千円

　役員退職慰労引当金否認額 54,504千円

　株式報酬費用否認額 8,640千円

　ゴルフ会員権評価損否認額 6,478千円

　貸倒引当金損金算入限度超過額 7,979千円

　その他 5,033千円

小計 198,385千円

評価性引当額 △197,409千円

繰延税金資産(固定）合計 976千円

繰延税金資産合計 436,609千円
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【リース取引により使用する固定資産に関する注記】

　貸借対照表に固定資産として計上したもののほか、内装設備、事務機器等についてリース契約

により使用しております。

　

【関連当事者との取引に関する注記】

子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
及び資本金

事業の内容
議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容

及び取引金額

科目及び
期末残高

子会社
(株)インテリックス

空間設計
20,000千円　

建物、内装
工事の企
画・設計等

所有

直接
100.0％

内装工事　外注
役員の兼任5人

内装工事の設計･施工
内装工事外注費
2,816,722千円

買掛金
733,534千円

　取引条件及び取引条件の決定方針等

 (注1)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で

決定しております。

 (注2)取引金額には消費税等は含まれておりません。

　

　役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名

職業
議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
及び取引金額

科目及び
期末残高

役員　 山本卓也
当社

代表取締役

（被所有）
直接

 39.1％
－

(注1）
債務被保証

157,702千円　
－

　取引条件及び取引条件の決定方針等

 (注1)当社は銀行借入に関し、山本卓也に債務保証を受けております。なお、債務保証の取引金

額は、期末借入金残高を記載しております。また、保証料の支払は行っておりません。

(注2)取引金額には消費税等は含まれておりません。

　

【１株当たり情報に関する注記】

１．１株当たりの純資産額 66,538円07銭

２．１株当たりの当期純利益 22,832円24銭

　

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年７月9日 

 株式会社  インテリックス  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

　　 　

 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 安 　 義 利 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 草 加 健 司 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 村 竜 平 

 

　　 　
 　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社インテリッ
クスの平成２１年６月１日から平成２２年５月３１日までの連結会計年度の
連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作
成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、
試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社インテリックス及び連結子
会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年７月9日 

 株式会社　インテリックス  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

　　 　

 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 安 　 義 利 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 草 加 健 司 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 村 竜 平 

 

　　 　
 　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社インテ
リックスの平成２１年６月１日から平成２２年５月３１日までの第１５期事
業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算
書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独
立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにあ
る。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属
明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として
の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査
法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

 監査報告書  

 　当監査役会は、平成２１年６月１日から平成２２年５月３１日までの第１５期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査

報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、当期の監査の方針、監査実施計画等を定め、リスク管理体制を重点監査項

目として設定し、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締

役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方法、監査実施計画等

に従い、取締役、内部監査室、その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の

環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類

等を閲覧し、本社及び主要な事業所等に於いて業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株

式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項

及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ

れている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。子会社について

は、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。以上の方法に基づき、当事業年度に係る事業報告及びその附属明細書

について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質

管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び附属明細書

並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表）について検討いたしました。
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 ２．監査の結果

（１） 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認

められません。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３） 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３．重要な後発事象、その他指摘すべき事項は認められません。

　

 

 平成22年７月12日  

 株式会社インテリックス  監査役会  

 

常勤監査役(社外監査役) 栗 林 正 章 

常勤監査役(社外監査役) 大 林 　 彰 

監 査 役　 江 幡 　 寛 

監  査  役(社外監査役) 福 谷 創 一 

 

以　上
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株主総会参考書類

　
第１号議案　取締役４名選任の件

　取締役全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま

すので、取締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
( 地 位 及 び 担 当 並 び に 重 要 な 兼 職 状 況 )

所有する当社
の株式の数

１
山 本 卓 也
(昭和29年３月17日生)

平成７年７月　当社設立

平成９年１月　当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職状況

株式会社インテリックス空間設計代表取締役社長

株式会社インテリックス住宅販売代表取締役

株式会社イーアライアンス代表取締役

29,441株

２
鶴 田 豊 彦
(昭和32年９月25日生)

平成14年９月　当社入社

平成15年６月　当社取締役経営企画部長

平成17年12月　当社取締役管理本部長兼経営企画部長

平成19年６月　当社取締役管理部門担当兼経営企画部長

(現任）

152株

３
籠 橋 正 美
(昭和33年７月２日生)

　

平成17年２月　当社入社事業開発担当部長

平成17年８月　株式会社インテリックス空間設計常務取

締役

平成18年８月　当社取締役

平成18年12月　株式会社インテリックス住宅販売取締役

(現任）

平成20年５月　株式会社住環境ジャパン取締役（現任）

平成22年６月　当社取締役リノヴェックス企画部長(現

任）　

16株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
( 地 位 及 び 担 当 並 び に 重 要 な 兼 職 状 況 )

所有する当社
の株式の数

４
　

佐 藤 弘 樹
(昭和36年10月15日生)

　

平成19年１月　当社入社営業本部営業部部長

平成19年６月　当社営業開発部長

平成19年８月　当社取締役営業開発部長

平成20年４月　当社取締役営業部門担当兼営業開発部長

平成22年６月　当社取締役(現任）

　　　　　　　株式会社インテリックス空間設計取締役

(現任）

33株　

（注） 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　

第２号議案　監査役２名選任の件

　常勤監査役栗林正章氏は、本定時株主総会終結のときをもって任期満了とな

り、監査役福谷創一氏は、本定時株主総会終結のときをもって辞任いたします

ので、監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。　

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
( 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 状 況 )

所有する当社
の株式の数

１ 米 谷 正 弘
(昭和22年１月６日生)

昭和44年７月　株式会社日本勧業銀行(現株式会社みず

ほ銀行)入行

平成２年３月　同行 大船支店長

平成４年５月　同行 大岡山支店長

平成８年６月  株式会社福邦銀行 取締役営業統括部長

兼国際部長

平成10年６月  同行 取締役営業統括部長

 平成14年４月  同行 取締役企画部長

 平成16年６月  同行 常務取締役

平成19年６月　日本土地建物株式会社 顧問

　　　　　　　日本土地建物販売株式会社 監査役

平成19年12月　日本土地建物株式会社 常務執行役員 横

浜支社長

平成22年１月　同社 顧問(現任)

　　　　　　　勧友エンタープライズ株式会社 監査役

(現任)

－株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
( 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 状 況 )

所有する当社
の株式の数

２ 古 海 陽 一 郎
(昭和25年９月11日生)

昭和50年８月　アーサー・アンダーセン会計事務所(現

有限責任あずさ監査法人)入所

昭和55年９月　株式会社トミー(現株式会社タカラトミ

ー)入社

昭和55年10月　公認会計士登録

昭和57年４月　トミーカナダ 財務担当役員

昭和59年４月　トミーコーポレーション(米国)ファイナ

ンス担当 ヴァイス プレジデント

昭和62年10月　株式会社ブレインコア 取締役

平成４年４月　古海公認会計士事務所開設 所長(現任)

　　　　　　　株式会社四季パートナーズ設立 代表取

締役(現任)

平成９年６月　株式会社トミー(現株式会社タカラトミ

ー)監査役

平成10年３月　山一證券株式会社法的責任判定委員会委

員

平成11年７月　株式会社エース損害保険 常勤監査役

平成12年６月　株式会社ユージン(現株式会社タカラト

ミーアーツ)監査役

－株

（注）１．各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．米谷正弘氏及び古海陽一郎氏は、社外監査役候補者であります。

　　　３．米谷正弘氏につきましては、会社経営者としての幅広い経験、見識を有しており、経

営全般の監視をお願いするとともに、客観的な立場での助言を期待したため、社外監

査役として選任をお願いするものであります。

　　　４．古海陽一郎氏につきましては、公認会計士としての専門知識、経験等を、当社の監査

体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするもので

あります。

　　　５．当社は、古海陽一郎氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者として

同取引所に届け出ております。

　

以　上　
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地図

株主総会会場ご案内図
　

会場　東京都渋谷区道玄坂二丁目10番７号　新大宗ビル

フォーラムエイト　5階　515会議室

ＴＥＬ　０３－３７８０－０００８

渋谷駅

東急百貨店

東京メ
トロ

銀座線
八千代銀行

ヤマハ楽器

ビック
カメラ

渋東
シネタワー

京王井
の頭線

ハチ公口

ハチ公像

ハチ公
改札口

原宿

ＦＯＲＵＭ８
新大宗ビル

ヤマハ楽器

八千代銀行

ヤマダ電機

シブヤ109

渋東
シネタワー

ビック
カメラ

渋谷マークシティ

渋谷
東急プラザ

ハチ公像
東急百貨店

ハチ公口

ハチ公
改札口

西武百貨店
Ａ館

109-2

京王井
の頭線

青山

原宿

東京メ
トロ

銀座線

国道
246
（玉
川通
り）

恵比寿

文化村通り

センター街

道玄
坂

池
尻

渋谷駅

首都
高速
３号
渋谷
線

［交通のご案内］

東京メトロ銀座線／東京メトロ半蔵門線／東京メトロ副都心線／東急東

横線／東急田園都市線／京王井の頭線／ＪＲ山手線／ＪＲ埼京線

「渋谷駅より」徒歩５分

　

　

　

　

　




